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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第１区分
【発行日】平成24年12月13日(2012.12.13)

【公表番号】特表2012-507664(P2012-507664A)
【公表日】平成24年3月29日(2012.3.29)
【年通号数】公開・登録公報2012-013
【出願番号】特願2011-535596(P2011-535596)
【国際特許分類】
   Ｆ０１Ｎ   3/28     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  33/00     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  53/94     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ０１Ｎ   3/28    ３１１Ｎ
   Ｂ０１Ｊ  33/00    ＺＡＢＧ
   Ｂ０１Ｄ  53/36    １０１Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成24年10月26日(2012.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マットの総重量に基づいて少なくとも６０重量パーセントのケイ酸アルミニウムマグネ
シウムガラス繊維と、少なくとも１０重量パーセントの非結晶耐火セラミック繊維、生体
溶解性セラミック繊維、熱処理シリカ繊維、及びそれらの混合物からなる群から選択され
る繊維と、から構成されるブレンドから構成される不織布マットであって、前記ケイ酸ア
ルミニウムマグネシウムガラス繊維は、前記ケイ酸アルミニウムマグネシウムガラス繊維
の総重量に基づいてＡｌ２Ｏ３を１０～３０重量パーセントの範囲内で、ＳｉＯ２を５２
～７０重量パーセントの範囲内で、及びＭｇＯを１～１２重量パーセントの範囲内で含み
、前記不織布マットは、前記マットの総重量に基づいて、少なくとも８０重量パーセント
の前記ケイ酸アルミニウムマグネシウムガラス繊維と、非結晶耐火セラミック繊維、生体
溶解性セラミック繊維、熱処理シリカ繊維、及びそれらの混合物からなる群から選択され
る前記繊維と、から集合的に構成され、前記ブレンド中に存在する前記ケイ酸アルミニウ
ムマグネシウムガラス繊維と非結晶耐火セラミック繊維、生体溶解性セラミック繊維、熱
処理シリカ繊維、及びそれらの混合物からなる群から選択される前記繊維とは、実条件備
品試験の２５℃～７００℃／４００℃の３回の熱サイクル後、繊維のブレンド中に存在す
る任意の個々のケイ酸アルミニウムマグネシウムガラス繊維、非結晶耐火セラミック繊維
、生体溶解性セラミック繊維、熱処理シリカ繊維からなる類似の不織布マットの弾力性値
よりも少なくとも１．１倍大きい弾力性値を有する前記不織布マットを集合的に提供する
、不織布マット。
【請求項２】
少なくとも６０重量パーセントのケイ酸アルミニウムマグネシウムガラス繊維と少なくと
も１０重量パーセントの生体溶解性セラミック繊維とから構成されるブレンドを含む不織
布マットであって、前記マットの総重量に基づいて少なくとも８０重量パーセントの前記
ケイ酸アルミニウムマグネシウムガラス繊維と前記生体溶解性セラミック繊維とから集合
的に構成される、請求項１に記載の不織布マット。
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【請求項３】
少なくとも６０重量パーセントのケイ酸アルミニウムマグネシウムガラス繊維と少なくと
も１０重量パーセントの熱処理シリカ繊維と、から構成されるブレンドを含む不織布マッ
トであって、前記マットの総重量に基づいて少なくとも８０重量パーセントの前記ケイ酸
アルミニウムマグネシウムガラス繊維と前記熱処理シリカ繊維とから集合的に構成される
、請求項１に記載の不織布マット。
【請求項４】
　５００℃を越えて加熱する前の、出来上がった状態の前記不織布マットが、前記マット
の総重量に基づいて５重量パーセント以下の有機材料を含む、請求項１～３のいずれか一
項に記載の不織布マット。
【請求項５】
　非膨張性である、請求項９又は１０に記載の不織布マット。
【請求項６】
　前記マットの総重量に基づいて少なくとも７０重量パーセントのケイ酸アルミニウムマ
グネシウムガラス繊維を含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の不織布マット。
【請求項７】
　非結晶耐火セラミック繊維、生体溶解性セラミック繊維、熱処理シリカ繊維、及びそれ
らの混合物からなる群から選択される繊維を前記マットの総重量に基づいて少なくとも１
５重量パーセント含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の不織布マット。
【請求項８】
　０．０５ｇ／ｃｍ３～０．３ｇ／ｃｍ３の範囲内の出来上がった状態の嵩密度を有する
、請求項１～７のいずれか一項に記載の不織布マット。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のマットと共にケーシング内に実装されている汚染
防止要素を含む汚染防止装置。
【請求項１０】
　二重壁を有する排気構成成分及び請求項１～８のいずれか一項に記載のマットを有する
排気システムであって、前記マットが二重壁構成成分の壁の間に配置される、排気システ
ム。
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